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定期監査結果報告 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により同条第１項及び第２項に規定する

事務の監査を実施したので、同条第９項の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

 

  １．監査執行年月日  平成２４年６月２７日（水） 

 

  ２．監査対象部局  上下水道部 

              水道業務課 

              水道工務課 

              下水道課 

 

  ３．監査結果 

    歳入歳出予算の執行状況をもとに監査対象部局の財務に関する事務の

執行について監査を行い、併せて当該部局における所掌事務の執行状況

についての監査を実施した結果、監査を行った範囲内において特に指摘

すべき事項はなく、適正に処理されていた。 

 

  【水道業務課】 

    水道業務課においては今年に入り、いずれも水道料金納入通知書に関

連し、２件の事務処理誤りが新聞等により報道がなされたところである。 

事務処理の誤りは、たとえ少額であってもその対応に不要の経費を要

するのはもちろんのこと、行政に対する市民の信頼を損ね、当該課のみ

ならず市全体の事務事業の遂行にまで、その不信感を及ぼすことは必至

である。 



 

以降このような遺憾なきよう、当該課はもとより全ての所属において

事務処理体制の再点検を実施するとともに、チェック体制を充分に機能、

強化させ、一日も早い市民の信頼回復に向けて、日々の職務に邁進され

たい。 

 

４．講 評 

    監査の結果について、終了後に口頭による講評を行った。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


